
備 考
（1）利用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
（2）ホワイエは、他の利用者による多目的ホールの利用が無い場合に限り利用することができる。
（3）ホワイエの利用料は、ホワイエを多目的ホールと併用する場合は無料とする。
（4）控室 1及び控室 2は、多目的ホールを利用する場合に限り、利用することができる。
（5）託児スペース及び和室の利用料は、専有して利用する場合に限り徴収する。
（6）時間延長とは、利用区分を超えて利用することをいい、当該利用区分を超えて利用する時間に
　　一時間未満の端数がある場合には、一時間とみなす。
（7）次の各号に揚げる場合の利用料は、基本利用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
　　ただし、控室 1及び控室 2の利用料は、基本利用料とする。
　　（一）入場料、会費等を徴収する場合　200/100
　　（二）入場料、会費等を徴収しない商業宣伝等（招待券の発行も含む）　を行う場合　200/100
　　（三）物品を販売する場合　300/100
　　（四）多目的ホールの利用の際、飲食する場合　300/100
（8）冷暖房を利用する場合は、基本利用料の 100の 20を乗じて得た額を加算する。
（9）利用料の算定において 10円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てる。
（10）「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日をいう。

利用区分

多目的ホール
全 体

平 日 4,200 6,800 8,400 11,000 15,200 19,400 2,400

5,200 8,200 10,200 13,400 18,400 23,600 3,000

2,400 3,900 4,800 6,300 8,700 11,100 1,400

3,100 4,900 6,000 8,000 10,900 14,000 1,800

2.700 4,400 5,400 7,100 9,800 12,500 1,500

3,400 5,300 6,600 8,700 11,900 15,300 2,000

1,500 2,400 3,000 3,900 5,400 6,900 800

900 1,400 1,800 2,300 3,200 4,100 500

900 1,400 1,800 2,300 3,200 4,100 500

2,400 3,800 4,800 6,200 8,600 11,000 1,400

1,500 2,400 3,000 3,900 5,400 6,900 800

900 1,400 1,800 2,300 3,200 4,100 500

2,400 3,800 4,800 6,200 8,600 11,000 1,400

1,500 2,400 3,000 3,900 5,400 6,900 800

1,500 2,400 3,000 3,900 5,400 6,900 800

土日休

平 日

全 室

分 室

土日休

平 日

土日休

多目的ホール
A

多目的ホール
B

ホワイエ

控室 1

控室 2

フードスタジオ

研修室 1

研修室 2

貸し託児スペース

和 室

午 前
9:00～12:00

午 後
13:00～17:00

夜 間
18:00～22:00

昼 間
9:00～17:00

午後・夜間
13:00～22:00

全 日
9:00～22:00

時間延長
1時間

防府市地域協働支援センター
Region association of Hofu movement support center

0835-24-7722
開館時間 AM9:00～PM10:00 休館日 毎週火曜日
ご予約・お問い合わせ

貸し室利用料


